
15-81 注-1 

第 81 類  その他の卑金属及びサーメット並びにこれらの製品 
 
号注 
１ 第 74 類の注１に規定する「棒」、「形材」、「線」、「板」、「シート」、「ストリップ」及び

「はく」の用語の定義は、この類において準用する。 
 


